
 

仕  様  書 

 

１ 業務名 

西部臨海ポンプ場ほか２１か所自家用電気工作物保安業務 

 

２ 業務場所 

  西区草津港三丁目ほか２１町 

 名称 所在地 

1 西部臨海ポンプ場 西区草津港三丁目４番３２号 

2 福島ポンプ場 西区福島町二丁目３７番２６号 

3 庚午ポンプ場 西区草津東一丁目１５番２３号 

4 南観音ポンプ場 西区観音新町三丁目８番６０号 

5 小己斐ポンプ場 西区井口五丁目２８番１号 

6 己斐ポンプ場 西区己斐本町一丁目２１番３号 

7 舟木ポンプ場 西区井口四丁目２番５２号 

8 井口ポンプ場 西区井口一丁目４番２０号 

9 海老橋ポンプ場 佐伯区楽々園一丁目２番２０号 

10 吉見ポンプ場 佐伯区吉見園２４番１２号 

11 中央北ポンプ場 佐伯区五日市七丁目１４番３号 

12 新地ポンプ場 佐伯区海老園二丁目２０番１号 

13 八幡東ポンプ場 佐伯区八幡東一丁目３３番１４号 

14 可部ポンプ場 安佐北区可部南四丁目２９番２４号 

15 下庄ポンプ場 安佐北区深川一丁目３７番８号 

16 可部中島ポンプ場 安佐北区可部南一丁目３２番２２号 

17 東野ポンプ場 安佐南区東野三丁目２１番２８号 

18 戸坂中島ポンプ場 東区戸坂くるめ木一丁目６番１号 

19 東原ポンプ場 安佐南区東原一丁目１１番１５号 

20 西原ポンプ場 安佐南区西原三丁目８番１６号 

21 下相田ポンプ場 安佐南区相田一丁目１番１１号 

22 大町ポンプ場 安佐南区中須一丁目２０番 

 

３ 目 的 

本業務は、電気事業法第４３条第１項及び第２項、電気事業法施行規則第５２条第２項及

び広島市電気設備保安規程（以下、「保安規程」という。）に基づき、西部臨海ポンプ場ほか

２１か所の自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督に係る業務（以下｢保安

管理業務｣という。）を委託し、施設の安全かつ良好な運転状態を保持するものである。 

 

４ 契約対象 

契約対象とする自家用電気工作物の概要は、別紙１｢自家用電気工作物概要一覧表｣（以下

｢別紙１｣という。）のとおりとする。 

 

５ 委託業務の内容 

保安管理業務を担当する者（以下、「保安業務担当者」という。）は、保安規程に基づき、

別紙１の事業場について、次の各号による保安管理業務を自ら実施するものとする。 



 

（１）別紙１に掲げる自家用電気工作物の維持及び運用について、経済産業省令で定める電気

設備に関する技術基準を定める省令（以下、「技術基準」という。）への適合状況を確認

するため、定期的な点検（測定及び試験を含む。）を行い、その結果を発注者に報告する

こと。 

また、技術基準に適合しない事項又は適合しないおそれがあるときは、そのとるべき措

置を発注者に指示又は助言すること。 

（２）別紙１に掲げる自家用電気工作物の設置又は変更の工事について、６（２）に定めるとこ

ろにより、工事期間中の点検を行い、必要に応じて、そのとるべき措置を発注者に指示又

は助言すること。 

（３）別紙１に掲げる自家用電気工作物の設置又は変更の工事の計画がある場合、施工する場

合又は工事が完成した場合において、設計の審査及び竣工検査を行い、必要に応じて、そ

のとるべき措置を発注者に指示又は助言すること。 

（４）電気事業法第１０７条第４項に規定する立入検査の立ち会いを行うこと。 

（５）別紙３に掲げる電気工作物の保安上必要な整備を行うこと。 

（６）変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整

流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びＯＦケーブルが、「ポリ塩化ビフェニ

ルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な

管理に関する標準実施要領（内規）」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物

に該当するかの確認を行い、その結果を発注者に報告すること。 

 

６ 点検の頻度及び点検項目 

（１）５（１）に定める定期的に行う点検の頻度は次のとおりとする。 

また、点検項目の内容は別紙２及び別紙２-１を基本とし、保安規程によるものとする。 

ア 月次点検（設備が運転中の状態において点検を実施するもの） 

  １回／月（年次点検の月を除く） 

イ 年次点検（主として停電により設備を停止状態にして点検を実施するもの） 

  １回／年 

ウ 臨時点検（電気事故その他異常の発生したときや、異常が発生するおそれがあると判

断したときに点検を実施するもの） 

必要の都度 

（２）５（２）に定める工事期間中の点検は、別紙２の月次点検に定める外観点検を点検対象

設備等に掲げる設備等を対象に行い、自家用電気工作物の設置又は変更の工事が計画どお

りに施工されていること及び技術基準への適合状況について確認するものとする。 

（３）（１）アの月次点検のほか、保安業務担当者は、発注者が行った日常巡視等において異

常等がなかったか否かの問診を発注者に対して行い、異常があった場合には、保安業務担

当者としての観点から点検を行うこととする。 

（４）電気事故が発生し又は発生するおそれがある場合において、発注者から連絡を受けたと

きは、現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行うこと。また、

事故・故障の状況に応じて臨時点検を行い、その原因が判明した場合には、同様の事故・

故障の再発をさせないための対策について、発注者に指示又は助言すること。なお、電気

関係報告規則（昭和４０年通商産業省令第５４号）第３条で規定されている事故報告を行

う必要がある場合は、発注者に対し、電気事故報告の作成及び手続きの指示又は助言を行

うこと｡ 

（５）低圧電路の絶縁状況の的確な監視が可能な装置を有する需要設備については、警報発生

時（発注者が警報動作電流（設定の上限値は５０ミリアンペアとする）以上の漏洩電流が



 

発生している旨の警報を（以下、「漏洩警報」という。）連続して５分以上受信した場合

又は５分未満の漏洩警報を繰り返し受信した場合をいう。以下同じ。）には、保安業務担

当者は、警報発生の原因を調査し適切な処置を行うものとする。 

 

７ 連絡責任者等 

（１）発注者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のために受注者と連絡

する連絡責任者を定めて、その氏名、連絡方法等を受注者に通知するものとする。 

（２） 発注者は、前項の連絡責任者の不在時に備えて、その業務を代行させるため代務者を定

め、その氏名、連絡方法等を受注者に通知するものとする｡ 

（３）発注者は、（１）及び（２）による通知の内容変更が生じた場合は、受注者に変更の内容

を通知するものとする｡ 

（４）発注者は、必要に応じて連絡責任者又はその代務者を、受注者の行う保安管理業務に立

ち会わせることとする。 

 

８ 発注者及び受注者の協力及び義務 

（１）発注者は、別紙１の事業場の保安業務担当者が本人であることを確認する。 

（２）保安業務担当者は、別紙１の事業場における保安管理業務を行う際に、その身分を示す

証明書を常に携帯し、発注者に対しその身分を示す証明書を提示し、自らが保安業務担当者

であることを明らかにすること。ただし、緊急の場合は、この限りでない。 

（３）発注者は、受注者が保安管理業務の実施にあたり報告、助言した事項及び発注者と受注

者が協議決定した事項については、すみやかに必要な措置をとるものとする。 

（４）発注者は、電気事故及びその他災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、

直ちに受注者に連絡するものとする。 

（５）受注者は、保安管理業務を誠実に行い、保安業務担当者は保安規程に基づき、保安管理業

務を自ら実施するものとするが、次のアからエまでに掲げる自家用電気工作物であって、電

気管理技術者等の監督の下で点検が行われ、かつ、その記録が電気管理技術者等により確認

されているものに係る保安管理業務についてはこの限りでない。このほか、受注者は、当該

電気工作物の保安について、発注者に対し指示又は助言ができるものとする。 

ア 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難

な次の(ア)～(オ)のいずれかに該当する自家用電気工作物 

  (ア) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第１２条第３項の規定に基づき、一級建

築士等の検査を要する建築設備 

  (イ) 消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１７条の３の３の規定に基づき、消防設備

士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等 

  (ウ) 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）第４５条第２項の規定に基づき、検査

業者等の検査を要することとなる機械 

  (エ) 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器

（医療用機器、オートメーション化された工作機械等） 

  (オ) 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器（密閉型防爆構造機器等） 

イ 設置場所の特殊性のため、受注者が点検を行うことが困難な次の(ア)～(オ)のいずれか

に該当する場所に設置される自家用電気工作物 

  (ア) 立入に危険を伴う場所（酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業

を伴う場所、放射線管理区域等） 

  (イ) 情報管理のため立入が制限される場所（機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室

等） 



 

  (ウ) 衛生管理のため立入が制限される場所（手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム

等） 

  (エ) 機密管理のため立入が制限される場所（独居房等） 

  (オ) 立入に専門家による特殊な作業を要する場所（密閉場所等） 

ウ 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物 

エ 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物（内燃機関、燃料設備等） 

（６）業務の実施にあたっては、発注者と事前に協議のうえ、作業日時、手順等を定めるものと

する。また、本業務は雨水ポンプ場の点検業務であるため、天候等により作業時間が制限さ

れる場合がある。 

（７）業務の実施にあたっては、「広島市環境マネジメントシステム」の運用に協力し、環境汚

染の防止、省エネルギー・省資源、廃棄物の減量及びリサイクルなど、環境への影響に配慮

して行うこと。 

（８）業務の実施にあたり異常か所を発見した場合、直ちに報告するとともに、軽微なものに

ついては発注者と協議のうえ部品交換・設備補修等早期復旧に努めること。 

 

９ 保安業務担当者の資格等 

（１）受注者は、保安業務担当者に電気事業法施行規則に適合する者をあてるものとする。 

（２）受注者は、保安業務に従事するものを定め、氏名及び職名を発注者に報告するものとす

る。 

（３）保安業務担当者は、病気その他やむを得ない場合は、他の保安業務担当者（以下、「保安

業務従事者」という。）に、保安管理業務の一部を実施させることができるものとする。 

（４）保安業務担当者及び保安業務従事者は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務の実

施を補助させることができるものとする。 

（５）保安業務担当者は、保安管理業務契約において契約している換算係数（経済産業省告示

２４９号第３条による）と本契約の対象電気工作物の換算係数の総和が３３点未満である

こと。 

 

10 提供する役務の品質保証 

（１）点検、試験、事故処理、相談等の提供する役務について、電気事業法施行規則第５２条の

２第２号ニに規定されるマネジメントシステムを構築し、レビューを実施していること。 

（２）保安業務担当者と保安業務従事者は指揮命令関係にあって、点検・報告等の業務分担が

明確な体制であること。 

（３）受注者は電気事故その他緊急時における宿直・連絡・応動体制等の協力体制を明確にし、

２時間以内に当該事業場に到達することを要することとする。 

 

11 安全管理 

（１）安全の確保 

   業務の実施にあたっては、労働安全衛生規則、電気事業法等の関連法規を遵守し安全の

確保に努めるものとする。 

（２）単独作業の禁止 

   高圧回路の停電、送電操作を伴う作業、高圧近接作業、又は高所作業を行う場合は、安全

確保のため監視者をおいて複数で作業を実施するよう努めるものとする。 

（３）防具、保護具の使用 

   高圧近接作業を行う場合は適正な絶縁用防具、絶縁用保護具を使用すること。（労働安

全衛生規則第３４２、３４３条） 



 

   絶縁用防具、絶縁用保護具は６月以内ごとに１回定期的に自主検査を行い、異常のない

ことを確認したものを使用すること。（労働安全衛生規則第３５１条） 

（４）労働災害総合保険等への加入 

   受注者は、予想される高電圧、高所作業等における労働災害事故に備えて労働者災害補

償保険又は労働災害総合保険に加入するものとする。 

 

12 機械器具の管理 

（１）機械器具の保有 

   業務に使用する機械器具は平成１５年 7 月１日経済産業省令第８０号、電気事業法施行

規則第５２条の２第１号ハ、第２号ロ、経済産業省告示２４９号第２条に規定された機械

器具を保有すること。 

（２）測定器の校正・誤差試験 

   業務に使用する次の測定機器（継電器試験装置、絶縁耐力試験装置に組み込まれた交流

電圧計、電流計も含む。）は国家基準を満足した方法で校正・誤差試験を実施するものとす

る。 

ア 交流電圧計 

イ 交流電流計 

ウ 絶縁抵抗計 

エ 接地抵抗計 

（３）校正・誤差試験結果の記録等 

   （２）の測定機器の校正・誤差試験の周期は１年未満とし、その試験結果の記録を台帳管

理するとともに、本市から求めのあったときは直ちに開示するものとする。又、合格品には

校正試験合格シールを貼付し、その中に実施日を明示すること。 

 

13 報告事項等 

（１）事前承諾書類 

   受注者は、あらかじめ発注者に対し、次の書類を提出してその承諾を得るものとする。

（変更があった場合も同様とする。） 

   ア 広島市委託契約約款第８条に定める現場責任者（保安業務担当者）及び保安業務従事

者の氏名及び９項の資格等を証する書類の写し 

イ 保安管理業務契約状況調書 

  ウ 到達時間確認書（地図・距離・交通機関等を明記したもの） 

  エ 緊急時協力体制 

  オ 保安管理業務以外の職務を兼務しない旨の誓約書 

  カ 所有機械器具一覧表（校正・誤差試験記録含む） 

  キ 所有機械器具・絶縁用防具・絶縁用保護具一覧表（耐圧試験記録含む） 

  ク 損害賠償保険に加入している場合はその保険証の写し 

  ケ 労働災害総合保険等の保険証の写し 

  コ 法人にあっては次の書類 

  （ア）実績証明書 

  （イ）マネジメントシステム文書（社内規約等） 

  （ウ）指揮命令体制及び業務分担表 

  （エ）現場責任者（保安業務担当者）及び保安業務従事者が法人の従業員である証明書（健

康保険証の写し等） 

（２）委託業務実施計画書 



 

ア 広島市委託契約約款第６条に定める委託業務実施計画書は、年間計画書及び月間計画

書とする。 

年間計画書は契約締結後速やかに、月間計画書は、前月の２５日までにそれぞれ提出

し、承諾を受けなければならない。 

（３）委託業務実施報告書 

ア 広島市委託契約約款第１２条に定める委託業務実施報告書を点検月の翌月１０日（た

だし、３月分については３月３１日）までに提出して、履行確認を受けるものとする。た

だし、通常の点検中に異常を発見したとき及び臨時点検を行ったときには、直ちにその点

検結果を報告するものとする。 

イ 受注者が実施し、報告した保安管理業務の結果の記録等は、発注者及び受注者双方にお

いて３年間保存するものとする。 

 

14 費用の負担等 

（１）業務を行うために要する費用のうち、次のもの以外は全て受注者の負担とする。 

ア 施設内で使用する電気料金及び水道料金 

イ 電気工作物の保安上必要な整備の実施について必要となる機材部品（別紙３） 

 

15 その他 

（１）中四国産業保安監督部への申請・届出 

   契約が締結された場合は、契約期間の開始の日から速やかに受注者の責任において手続

き書類を作成し、中国四国産業保安監督部長宛に保安管理業務外部委託承認申請書ならび

に保安規程届出書を提出するものとする。（電気事業法第４２条第２項、電気事業法施行

規則第５２条第２項） 

（２）契約解除 

   （１）の申請が電気主任技術者の外部委託の承認に関する審査基準「主任技術者制度の

解釈及び運用（内規）20130107 商局第２号平成２５年１月２８日」に適合しない等の理由

により、承認を得られなかった場合、又は取り消しになった場合において、本市はこの契

約を一方的に解除できるものとする。 

（３）その他 

   この仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、発注者と受注者とが協

議して定めるものとする。 



 

別紙１ 

自家用電気工作物概要一覧表 

 

施 設 名 
設備容量 

（ＫＶＡ） 

電力 

引込 
区分開閉器 

高圧 

67R 
断路器 

高圧 

27R 

高圧 

避雷器 

高圧 

遮断器 

高圧 

51R 

高圧 

64R 

高圧進相 

コンデンサ 
高圧変圧器 発電設備 蓄電池設備 

１ 西部臨海ポンプ場 500 
3φ3W 

6600V 

PAS7.2kV 

200A 
有 

7.2kV 

400A 
有 

8.4kV 

5kA 

VCB7.2kV 

600A 
有 無 18kvar 3φ500kVA(210V) 

3φ3W220V 

250kVA 
有 

２ 福島ポンプ場 412 
3φ3W 

6600V 

PAS7.2kV 

300A 
有 

7.2kV 

400A 
有 

8.4kV 

5kA 

VCB7.2kV 

600A 
有 有 266kvar 3φ200kVA(210V) 

3φ3W220V 

100kVA 
有 

３ 庚午ポンプ場 1000 
3φ3W 

6600V 

PAS7.2kV 

200A 
有 

7.2kV 

400A 
有 

8.4kV 

5kA 

VCB7.2kV 

600A 
有 有 18kvar 3φ500kVA(210V)×2 

3φ3W6600V 

750kVA 
有 

４ 南観音ポンプ場 544 
3φ3W 

6600V 

PAS7.2kV 

300A 
有 

7.2kV 

400A 
有 

8.4kV 

5kA 

VCB7.2kV 

600A 
有 有 

75kvar 

12.8kvar 
3φ250kVA(210V) 

3φ3W6600V 

625kVA 
有 

５ 小己斐ポンプ場 200 
3φ3W 

6600V 

PAS7.2kV 

200A 
有 

7.2kV 

600A 
有 

8.4kV 

5kA 

VCB7.2kV 

600A 
有 無 10kVA 3φ200kVA(210V) 

3φ3W210V 

200kVA 
有 

６ 己斐ポンプ場 低圧 
3φ3W 

210V 

MCB3P 

100AT 
無 無 無 無 無 無 無 無 無 

3φ3W220V 

40kVA 
有 

７ 舟木ポンプ場 150 
3φ3W 

6600V 

PAS7.2kV 

200A 
有 

7.2kV 

400A 
有 

8.4kV 

5kA 

VCB7.2kV 

600A 
有 無 12kvar 3φ150kVA(210V) 

3φ3W220V 

100kVA 
有 

８ 井口ポンプ場 150 
3φ3W 

6600V 

PAS7.2kV 

200A 
有 

7.2kV 

400A 
有 

8.4kV 

5kA 

VCB7.2kV 

600A 
有 無 無 3φ150kVA(210V) 

3φ3W220V 

100kVA 
有 

９ 海老橋ポンプ場 647 
3φ3W 

6600V 

PAS7.2kV 

200A 
有 

7.2kV 

400A 
有 

8.4kV 

5kA 

VCB7.2kV 

600A 
有 有 

12kvar, 

75kvar 
3φ400kVA(210V) 

3φ3W6600V 

750kVA 
有 

１０ 吉見ポンプ場 494 
3φ3W 

6600V 

PAS7.2kV 

200A 
有 

7.2kV 

600A 
有 

8.4kV 

5kA 

VCB7.2kV 

600A 
有 有 

12.8kvar 

213kvar 
3φ200kVA(210V) 

3φ3W6600V 

625kVA 
有 

１１ 中央北ポンプ場 306 
3φ3W 

6600V 

PAS7.2kV 

200A 
有 

7.2kV 

600A 
有 

8.4kV 

5kA 

VCB7.2kV 

600A 
有 無 

10kVA, 

109kVA 
3φ200kVA(210V) 

3φ3W6600V 

300kVA 
有 

１２ 新地ポンプ場 500 
3φ3W 

6600V 

PAS7.2kV 

300A 
有 

7.2kV 

600A 
有 

8.4kV 

2.5kA 

VCB7.2kV 

600A 
有 無 無 3φ500kVA(420V) 

3φ3W420V 

300kVA 
有 

１３ 八幡東ポンプ場 355 
3φ3W 

6600V 

PAS7.2kV 

200A 
有 

7.2kV 

200A 
有 

8.4kV 

5kA 

VCB7.2kV 

600A 
有 無 

53.2kvar 

12.8kvar 
3φ200kVA(210V) 

3φ3W6600V 

300kVA 
有 

１４ 可部ポンプ場 718 
3φ3W 

6600V 

PAS7.2kV 

300A 
有 

7.2kV 

400A 
有 

8.4kV 

5kA 

VCB7.2kV 

600A 
有 有 12.8kvar 3φ400kVA(210V) 

3φ3W6600V 

625kVA 
有 

１５ 下庄ポンプ場 150 
3φ3W 

6600V 

PAS7.2kV 

200A 
有 

7.2kV 

400A 
有 

8.4kV 

5kA 

VCB7.2kV 

600A 
有 無 無 3φ150kVA(210V) 

3φ3W220V 

200kVA 
有 

１６ 可部中島ポンプ場 低圧 
3φ3W 

210V 

MCB3P 

100AT 
無 無 無 無 無 無 無 無 無 

3φ3W220V 

80kVA 
有 

１７ 東野ポンプ場 653 
3φ3W 

6600V 

PAS7.2kV 

200A 
有 

7.2kV 

600A 
有 

8.4kV 

5kA 

VCB7.2kV 

600A 
有 無 

19.6kvar, 

217kvar 
3φ300kVA(210V) 

3φ3W6600V 

625kVA 
有 

１８ 戸坂中島ポンプ場 150 
3φ3W 

6600V 

PAS7.2kV 

200A 
有 

7.2kV 

400A 
有 

8.4kV 

5kA 

VCB7.2kV 

600A 
有 無 無 3φ150kVA(210V) 

3φ3W220V 

200kVA 
有 

１９ 東原ポンプ場 300 
3φ3W 

6600V 

PAS7.2kV 

200A 
有 

7.2kV 

600A 
有 

8.4kV 

5kA 

VCB7.2kV 

600A 
有 無 12kvar 3φ300kVA(210V) 

3φ3W210V 

200kVA 
有 

２０ 西原ポンプ場 150 
3φ3W 

6600V 

PAS7.2kV 

200A 
有 

7.2kV 

400A 
有 

8.4kV 

5kA 

VCB7.2kV 

600A 
有 無 5kVA 3φ150kVA(210V) 

3φ3W220V 

125kVA 
有 

２１ 下相田ポンプ場 300 
3φ3W 

6600V 

PAS7.2kV 

200A 
有 

7.2kV 

200A 
有 

8.4kV 

5kA 

VCB7.2kV 

600A 
有 無 12.8kvar 3φ300kVA(210V) 

3φ3W220V 

250kVA 
有 

２２ 大町ポンプ場 155 
3φ3W 

6600V 

PAS7.2kV 

100A 
有 無 有 

8.4kV 

2.5kA 

LBS7.2kV 

100A 
有 無 12kvar 

3φ150kVA(200V) 

1φ5kVA(210-105V) 
無 無 



 

別紙２ 

月次点検及び年次点検基準 

 

区 分 点検対象設備等 月次点検 年次点検 

引込設備等 区分開閉器、引込線、支持

物、ケーブル等 
<外観点検> 

電気工作物の異音、異臭、

損傷、汚損等の有無 

電線と他物との離隔距離

の適否 

機械器具、配線の取付け状

態及び過熱の有無 

接地線等の保安装置の取

付け状態 

<測定項目> 

電圧、負荷電流測定 

Ｂ種接地工事の接地線に

流れる漏えい電流測定 

左記の月次点検項目に加

え、絶縁抵抗測定、接地抵

抗測定、保護継電器の動作

特性試験及び保護継電器

と遮断器の連動動作試験

並びに盤内清掃 

受電設備 断路器、電力用ヒューズ、

遮断器、高圧負荷開閉器、

変圧器、コンデンサ及びリ

アクトル、避雷器、計器用

変成器、母線等 

受・配電盤 
 

接地工事 接地線、保護管等 

構造物 受電室建物、キュービクル

式受・変電設備の金属製外

箱等 
非常用 

予備発電装置 
原動機、発電機、始動装置

等 

<外観点検> 

電気工作物の異音、異臭、

損傷、汚損等の有無 

機械器具、配線の取付け状

態及び過熱の有無 

接地線等の保安装置の取

付け状態 

左記の月次点検項目に加

え、絶縁抵抗測定、接地抵

抗測定、保護継電器の動作

特性試験及び保護継電器

と遮断器等の連動動作試

験、自動始動・停止試験、

運転中の発電電圧及び発

電電圧周波数（回転数）の

異常の有無 
蓄電池設備  <外観点検> 

電気工作物の異音、異臭、

損傷、汚損等の有無 

配線の取付け状態及び過

熱の有無 

接地線等の保安装置の取

付け状態 

<測定項目> 

蓄電池電圧測定 

左記の月次点検項目に加

え、蓄電池設備のセルの電

圧、電解液の比重、温度測

定を行うが、当該点検は、

別途業務で行うため、その

内容及び結果について受

注者が点検記録を確認す

るものとする。 

負荷設備 配線、配線器具、低圧機器

等 

<外観点検> 

電気工作物の異音、異臭、

損傷、汚損等の有無 

電線と他物との離隔距離

の適否 

機械器具、配線の取付け状

態及び過熱の有無 

接地線等の保安装置の取

付け状態 

左記の月次点検項目に加

え、絶縁抵抗測定、接地抵

抗測定 

配電線路  <外観点検> 

電気工作物の異音、異臭、

損傷、汚損等の有無 

 

 

  



 

別紙２－１ 

年次点検 点検基準書 

 

対象設備 目視点検項目 測定・動作確認項目 

共通事項 
 取付部のゆるみ 

 電線接続部の過熱・変色 

 電線接続部のゆるみ 

引
込
設
備 

電柱 

 著しい傾斜 

 支線の状態 

 碍子の状態 

 電線の状態 

 腕金の状態 

 電柱の状態 

 

区分開閉器 

 開閉表示 

 発錆・汚損 

 取付状態 

 ブッシングの状態 

 変形変色 

 接地線の状態 

 開閉動作 

 開閉紐の状態 

ケーブル 

 取付状態 

 端末の状態 

 たるみ 

 接地線の状態 

 

受
変
電
設
備 

断路器 
 損傷・汚損・過熱・変色 

 刃の接触状態 

 開閉動作 

負荷開閉器 

 損傷・汚損・過熱・変色 

 刃の接触状態 

 ヒューズの状態 

 開閉動作 

遮断器 

 損傷・汚損・過熱・変色 

 開閉表示 

 接地線の状態 

 接触子（ジャンクション部）の消耗変形 

 機構部の状態・動作・注油 

 絶縁抵抗測定 

避雷器 
 損傷・汚損 

 接地線の状態 

 

カットアウト 

 損傷・汚損・過熱・変色 

 刃の接触状態 

 ヒューズの状態 

 開閉動作 

電力ヒューズ 

 損傷・汚損・過熱・変色・発錆 

 刃の接触状態 

 ヒューズの取付状態 

 

母線 
 過熱・変色・汚損 

 支持物の状態 

 



 

対象設備 目視点検項目 測定・動作確認項目 

受
変
電
設
備 

コンデンサ 

／リアクトル 

 損傷・汚損・腐食 

 過熱・変色・異音・漏油 

 ケースの膨らみ 

 ブッシングの状態 

 

計器用変成器 
 損傷・汚損・過熱・変色 

 接地の状態 

 

変圧器 

 損傷・汚損・過熱・異音 

 碍子の状態 

 温度確認 

 接地の状態 

 呼吸器の状態（油入） 

 油量、絶縁油の変色（油入） 

 絶縁抵抗測定 

保護継電器 
 損傷・汚損  動作試験 

 保護連動試験 

キュービクル 

 損傷・汚損・発錆・腐食 

 据付状態 

 小動物の侵入 

 雨の吹込み 

 接地線の状態 

 ケーブル貫通部の状態 

 絶縁抵抗測定 

蓄電池設備 

 蓄電池期限 

 触媒栓期限 

 蓄電池ケースの状態 

 蓄電池電圧確認 

 液量確認 

接地  電線の状態  接地抵抗測定 

非常用発電設備 

 制御盤の状態 

 油・水等の漏れ 

 配管の状態 

 潤滑油量 

 冷却水量 

 試運転確認（停復電） 

 異音・振動・異臭 

 排気の状態 



 

配
電
設
備 

配電盤・分電盤 

 損傷・汚損・発錆・腐食 

 据付状態 

 絶縁抵抗測定 

負荷に PLC、コンピュータ、通信装

置等の電子機器が接続されている

ものの測定、及びこれら負荷の配

線用遮断器、制御電源の操作につ

いては事前に発注者に確認するこ

と。 

また、巻線型電動機について

は、電動機側のスリップリング

に接触している刷子を離したの

ち、スリップリング部で絶縁抵

抗測定を行うこと。 

電
気
室 

電気室 

 雨漏り 

 隙間 

 受電設備等の表示板 

 換気扇の動作 

 

変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、

開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びＯＦケーブルが、「ポリ塩化ビフェニルを含有する

絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施

要領（内規）」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかを確認するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

別紙３ 

電気工作物の保安上必要な整備の実施について 

 

自家用電気工作物の保安管理業務において、次の場合、受注者は別表のとおり実施するものとす

る。 

(１) 早急に改修しないことで危険が予想される場合 

(２) 施工が容易な場合 

(３) 必要な部品・材料及びその他資材等が容易に入手できる場合 



 

別表 

 

項     目 範 囲 及 び 要 領 

機
器
等 

 

機器不良のもの 
絶縁不良等で危険が予想されるものは発注者と協議

して電路から切り離し等の処置を行う。 

機器類の取付用ボルト及び機器類（容

易に内部等の点検ができるもの）のボ

ルト・ナット・ビス等の取付又は締付

けが不完全なもの 

取付・締付けを行う。 

変圧器・計器用変成器等に使用するヒ

ューズ類の不適正なもの又は溶断して

いるもの 

予備品と取替・取付けを行う。 

低圧機器に使用するヒューズ類の不適

正なもの又は溶断しているもの 
予備品と取替・取付けを行う。 

蓄電池設備及び非常用予備発電装置の

蓄電池液面低下のもの。 
精製水の補充を行う。 

配
線
等 

絶縁電線の接続か所の絶縁テープ外れ

のもの 
テーピング等の補修を行う。 

電線・ケーブル等と機器との接続部の

締付けが不完全なもの 
締付けを行う。 

配線不良のもの 

使用頻度が高くかつ危険が予想されるものは、施工容

易な小範囲なものについて取替え又は修理を行う。 

なお、絶縁不良等で災害の発生が予想されるものは、

発注者と協議して電路から切り離し等の処置を行う。 

接
地
工
事 

接地線の接続外れ又は断線しているも

の 

接続端子の締付け及びコネクタもしくはスリーブ等

で容易に施工できるものは改修を行う。 

接続工事がないもの及び接地抵抗値の

改修を要するもの 

早急に新設または改修しないと危険が予想されるも

ので施工容易なものは、仮工事等を行う。 

そ
の
他 

立入禁止・高圧危険等の標識がないも

の及び標識の不明瞭なもの 
取付け又は取替える。 

受配電盤・開閉装置・制御装置・配電

箱及び操作箱の表示灯の不良なもの 
ランプ不良の場合は予備品と取替える。 

高圧開閉器等の操作綱の不完全なもの 施工が容易なものは取付け又は取替を行う. 

不要設備・遊休設備等の処置 
発注者と協議のうえ電路から切り離し等の処置を行

う。 

 


